
令和４年度「秋の全国交通安全運動」兵庫県実施要綱
第52回物流セミナーの開催について（ご案内）

 秋の全国交通安全運動
主な同封物

主な記事



行政からのお知らせ

1 （兵庫県）令和4年度「秋の全国交通安全運動」兵庫県実施要綱

事務局からのお知らせ

6 第52回物流セミナーの開催について（ご案内）

7 令和４年度「トラックの日イベント」中止のお知らせ

8 支部活動だより（丹有支部）

10 委員会だより

陸災防のページ

12 ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会

14 会員だより

適正化事業実施機関からのお知らせ

16 今月のテーマ　「繁忙期におけるトラック輸送対策」について

18 協会日誌

〈兵ト協会員届出状況〉 （令和４年7月末日現在）

該当会員数 届出件数 届出割合

1615社 437社 27.1％

※届出割合は全国ワースト４位

「標準的な運賃」を活用するための
運賃・料金の変更届出はお済みですか！

～まずは届出を～



行政からのお知らせ

兵庫県

令和4年度 「秋の全国交通安全運動」 兵庫県実施要綱

１　目的

この運動は、ひょうご交通安全憲章の理念に基づき、広く県民に交通安全思想の普及・
浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自
身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を
図ることを目的とする。

２　運動期間

令和４年９月 21 日（水）から 30 日（金）までの 10 日間

３　交通安全の日

○ 「交通安全意識を高める日」	 ９月21日（水）
○ 「交通事故死ゼロを目指す日」	 ９月30日（金）

４　スローガン

やさしさと　笑顔で走る　兵庫の道

５　推進テーマ

みんなでつくる　通学路の交通安全
思いやる　気持ちで守る　高齢者

６　主唱

兵庫県交通安全対策委員会

７　運動重点

⑴　子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
⑵　夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
⑶　自転車の交通ルール遵守の徹底
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8　運動重点に関する主な推進項目

各推進項目に列挙された内容を中心に、交通安全キーワード「こいぬのあしあと」など
を活用した広報啓発、参加・体験・実践型の交通安全教育や待ち受け型の交通安全指導等
を行い、広く県民に対し普及啓発・促進することにより交通安全意識の高揚を図る。

⑴　子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
交通事故死者数全体のうち、歩行中の割合が最も高く、歩行者側にも飛び出しや走行車
両の直前・直後横断、信号無視等の法令違反が認められる。また、次代を担う子供のかけ
がえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず、依然とし
て道路において子供が危険にさらされている。さらに、歩行中の交通事故死者のうち高齢
者の占める割合が高い。このため、子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保を図る必
要がある。
ア　歩行者の交通ルール遵守の徹底
◆　横断歩道合図（アイズ）運動の実践
※　信号機のない横断歩道で、歩行者・運転者の双方が手を挙げるとともに、目で合
図（アイコンタクト）などを行うことによって、交通事故の抑止を図る運動

◆　横断歩道の通行、横断禁止場所の横断禁止、信号遵守等の歩行者自身の安全を守る
ための交通ルール遵守の呼び掛け
◆　歩行中児童の交通事故の特徴（走行車両の直前直後横断や飛び出しが多いなど）、高
齢歩行者の死亡事故の特徴（走行車両の直前直後横断等の法令違反が多いなど）等を
踏まえた交通安全教育等の推進
◆　安全に道路を通行することについて、日常生活や教育現場における保護者や教育関
係者からの幼児・児童への教育の推進
◆　スマートフォン操作等のながら行為の危険性の周知

イ　歩行者の安全確保
◆　通学路、未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路等における見守り活
動等の推進
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◆　高齢者自身が、加齢等に伴って生ずる身体機能の変化を理解し、安全な交通行動を
実践するための参加・体験・実践型の交通安全教育の推進
◆　安全な横断方法（特に左方向から進行してくる車両への注意）の呼び掛け
◆　反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用の促進
◆　電動車いす等の安全利用の促進
◆　通学路交通安全プログラム等に基づく点検や対策の推進
◆　「横断歩道　歩行者優先宣言」の賛同促進と実践

⑵　夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
秋口における日没時間の急激な早まりとともに、例年、夕暮れ時や夜間には、重大事故
につながるおそれのある交通事故が増加傾向にある。さらに、重大事故の原因となる飲酒
運転等の悪質・危険な運転による交通事故が依然として発生している。このため、夕暮れ時
と夜間の歩行者事故等の防止や飲酒運転の根絶を始めとする取組を推進する必要がある。
ア　運転者の歩行者等への保護意識の向上
◆　横断歩道合図（アイズ）運動プラスの周知と実践
　※　従来実施してきた横断歩道合図（アイズ）運動に併せ、横断歩道手前に設置され
ているダイヤマーク標示で減速の徹底を呼び掛ける「横断歩道手前減速運動」をプ
ラスした運動

◆　交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ち
を持って通行する交通マナーの呼び掛け
◆　運転者に対し、歩行者等の保護の徹底を始め、安全に運転しようとする意識及び態
度を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進
◆　運転中のスマートフォン等の使用等の危険性についての広報啓発の推進
イ　夕暮れ時と夜間の交通事故防止
◆　夕暮れ時と夜間における死亡事故の特徴（日没後１時間の死亡事故が多いなど）を
踏まえた交通安全教育等の実施
◆　夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビーム活用の励行（特に、ハイビー
ム活用促進路線の周知徹底）

※　早めのライト点灯推奨時間
期　間 点灯推奨時間

４月から９月 午後５時
10月から３月 午後４時

◆　自動車運送業を始め事業者による従業員への夕暮れ時と夜間の運転時の注意喚起
ウ　飲酒運転の根絶
◆　飲酒運転を許さない社会環境の醸成
◆　交通事故被害者等の声を反映した広報啓発
◆　飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底
◆　ハンドルキーパー運動の周知徹底
※　自動車で複数の者が飲食店等へ行く場合に、帰途の運転をするために酒類を飲ま
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ない者（ハンドルキーパー）を事前に決めておく運動
◆　キッズ交通保安官などによる飲酒運転根絶の呼び掛け
◆　事業所における運転前後のアルコールチェックの徹底
※　本年４月１日から安全運転管理者は運転前後に目視等により酒気帯びの有無を確
認することが義務化、今後、アルコール検知器を用いて行うことが義務化

◆　飲酒運転追放「三ない運動」の周知徹底
※　酒を飲んだら車を運転しない
　　　運転する時は酒を飲まない　
　　　運転する人には酒を飲ませない
◆　飲酒運転追放宣言書の賛同促進と実践
エ　妨害運転（いわゆる「あおり運転」）の根絶
◆　妨害運転の悪質・危険な運転についての広報啓発の推進
◆　「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性の周知徹底
◆　ドライブレコーダーの普及促進等に関する広報啓発の推進
オ　二輪車運転者等に対する広報啓発
◆　二輪車の特性の周知やヘルメットの正しい着用とプロテクターの着用による被害軽
減効果に関する広報啓発の推進
◆　電動キックボード利用者に対する法的な位置付けや乗車方法等の正しい理解の促進
◆　販売事業者等と連携した安全利用についての広報啓発の推進
カ　高齢運転者の交通事故防止
◆　高齢運転者に対する加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響等を踏まえた
交通安全教育及び広報啓発の推進
◆　一定の交通違反歴を有する75歳以上の運転者に対する免許更新時における運転技能
検査導入の周知
◆　衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車の普及啓発
とサポートカー限定免許制度についての広報啓発の推進
◆　安全運転相談窓口（全国統一専用ダイヤル♯８０８０）の積極的な周知及び利用促
進
◆　運転免許証の自主返納制度と自主返納者に対する各種支援施策の周知による自主返
納の促進
◆　高齢者の運転に関する家庭内での話合いの促進
◆　高齢運転者標識（70歳以上の運転者が掲示する高齢者マーク）の使用の促進
キ　全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
◆　全ての座席におけるシートベルトの着用とチャイルドシートの使用義務の周知・指
導の徹底及びその必要性・効果に関する理解の促進
◆　チャイルドシートの確実な取付け方法及びハーネス（肩ベルト）の締付け方等、適
正な使用方法の周知徹底
◆　高速乗合バス及び貸切バス等の事業者に対する全ての座席におけるシートベルト着
用を徹底させるための指導・広報啓発の強化
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⑶　自転車の交通ルール遵守の徹底
自転車関連の交通事故件数が減少傾向にあるものの、交通事故全体に占める割合は増加
傾向にあり、自転車乗用中の交通事故死傷者のうち９割に安全不確認や一時不停止等の法
令違反が認められることから、自転車利用者に対する交通ルール遵守の徹底を図る必要が
ある。
ア　自転車の交通ルール・マナーの周知徹底
◆　自転車安全利用五則に定める通行方法や自転車通行空間が整備された箇所における
通行方法の周知と遵守の徹底
◆　傘差し等の片手運転、イヤホンやスマートフォン等使用時の危険性の周知徹底
◆　自転車運転者講習制度の周知
◆　妨害運転の禁止

イ　自転車利用者等の安全確保
◆　全ての自転車利用者に対するヘルメット着用（令和４年の改正道路交通法に基づき
令和４年４月27日から１年以内に施行）の努力義務化を踏まえた着用の徹底に向けた
広報啓発の推進
◆　幼児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用と幼児二人同乗用自転車の安
全利用に関する広報啓発の推進
◆　夕暮れ時の早めの灯火点灯と反射材用品等の取付け促進による被視認性の向上
◆　自転車の定期的な点検整備の促進
◆　自転車損害賠償保険等への加入の徹底

ウ　業務運転中の自転車の安全利用
◆　関係事業者に対する交通安全対策の働き掛け
◆　自転車配達員への街頭における指導啓発
◆　飲食店を通じた配達員への交通ルール遵守の呼び掛け
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新秋の候、貴社ますますご隆昌のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の運営に格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

	さて、本年度も適正化事業啓発活動の一環として、荷主の皆様や一般の方々にトラッ

ク運送業界の現状や課題などについて理解を深めていただくことを目的に、標記セミ

ナーを下記のとおり開催することと致しましたのでご案内させていただきます。

ご多忙のことと存じますが、お繰り合わせのうえご出席いただきますようお願い申

し上げます。	

記

1.　日 時 :	 令和４年10月31日（月）　14:30～17:00 （受付　13:30～）

2.　場 所 :	 ANAクラウンプラザホテル神戸　10Ｆ「ザ・ボールルーム」
	 神戸市中央区北野町１丁目　TEL	078-291-1121

3.　定 員 :	 150名

4.　テーマ＆講師 :	 第一部　テーマは未定（20分）
	 　　　　近畿運輸局又は兵庫労働局

	 第二部　「運送事業の現状と問題点」（90分）
	 　講師：京都大学大学院工学研究科（都市社会工学）教授	
	     藤井 聡 氏

なお、当セミナーの詳細及び荷主企業様へのご案内は、 9月30日（金）頃の予定としております
ので、各位には所属支部宛に申し出ていただきますようお願い申し上げます。

事務局からのお知らせ

第５２回物流セミナーの開催について（ご案内）

6

Vol.434



トラック運送事業がわが国物流の基幹産業として、社会と共生しつつ健全な発展を遂

げていくために、広く国民一般の理解と関心を深め、その社会的地位をより一層向上さ

せていくことが必要であるとの観点から、平成４年に10月９日を「トラックの日」と制

定しました。

例年、この日を中心に全国のトラック協会においてイベントを開催し、トラック輸送

の役割及び重要性をＰＲしておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、

兵庫県トラック協会における令和４年度の「トラックの日イベント」は開催を中止させ

ていただくこととなりましたのでお知らせいたします。

なお、今年度は、代替企画として昨年度に好評をいただきました「トラックの日」業

界ＰＲのオリジナル番組を新たに制作・放送する予定です。

何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─ 本件に関するお問い合わせ先 ─
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）兵庫県トラック協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 業務部 TEL：078─882─5556

令和4年度 「トラックの日イベント」 中止のお知らせ
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（丹有支部）

燃料高騰に関する支援制度創設の要望活動を行いました

６月２４日、永井支部長　北野副支部長　森上副支部長が丹波市市役所を訪問し、林丹波市市長、
奥村市会議員、山名市会議員に対して運送業界の現状説明と燃料価格高騰に関する補助制度創設
の要望書を提出しました。

７月５日、永井支部長　北野副支部長　森上副支部長が三田市市役所を訪問し、森三田市市長、
今北市会議員に対して運送業界の現状説明と燃料価格高騰に関する補助制度創設の要望書を提
出しました。
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７月１１日、永井支部長　北野副支部長　森上副支部長、大上理事、小林理事が丹波篠山市市
役所を訪問し、酒井丹波市市長、大上市会議員に対して運送業界の現状説明と燃料価格高騰に関
する補助制度創設の要望書を提出しました。
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令和４年度第１回輸送秩序確立委員会を開催しました
日　時　　令和４年７月２５日（月）
場　所　　兵庫県トラック総合会館

小西委員長、他委員１１名が出席し、下
記の事項を協議しました。

議　事
１．令和４年度事業計画等について
２．令和４年度「委員会テーマ」につ
いて

　　・ 2024年問題について
　　・サーチャージ（燃料代）問題について
　　・人材教育のあり方について
　　・人手不足・高齢化問題について
３．その他
　　・標準的な運賃の届出促進について
　　・Ｇマーク申請の変更点について

令和４年度第２回総務委員会を開催しました
日　時　　令和４年８月２日（火）　
場　所　　兵庫県トラック総合会館

藤原委員長、他委員１２名が出席し、下
記の事項を協議しました。
交通安全祈願祭・慰霊祭は９月２２日
（木）に生田神社で行われることを説明
しました。

議　事
１．協会荷物配送業務の委託について
２．兵庫県道路運送経営研究会への寄
付について

３．令和５年度トラック関係施策に関する要望活動について
４．	交通安全祈願祭・慰霊祭の開催について
５．「標準的な運賃」に係る届出について
６．	燃料価格高騰に関する支援制度創設への働きかけについて
７．陸上貨物運送事業労働災害防止協会兵庫県支部の運営検討について
８．その他
　　・全国トラック運送事業者大会について
　　・旧但馬支部跡地の売却について
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令和４年度第１回交通対策委員会を開催しました
日　時　　令和４年８月８日（月）　
場　所　　兵庫県トラック総合会館

村上委員長、他委員１４名が出席し、下
記の事項を協議しました。

議　事
１．令和４年度	交通対策委員会関係
事業計画について

２．交通安全運動の助成範囲拡大に関
する要望について

３．令和４年度	第１回理事会で要望のあったエコドライブ管理システム（ＥＭＳ）・ドライ
ブレコーダー一体型車載器のカメラ増設に対する助成について

４．その他
　　・令和４年度ドライバーコンテストの結果について

令和４年度第１回環境対策委員会を開催しました

日　時　　令和４年８月８日（月）　
場　所　　兵庫県トラック総合会館

山口委員長、他委員１５名が出席し、下
記の事項を協議しました。

議　事
１．	令和４年度	環境対策事業計画に

ついて
　　・令和４年度	環境キャンペーン
　運動の実施

　　・令和４年度	エコドライブ運動の実施
　　・令和４年度	環境と物流を考えるフォーラムの実施
２．その他
　　・「トラック運送業界の環境ビジョン２０３０」
　　　　～２０５０年カーボンニュートラルに向けて～
　　・トラック運送事業者用	ＣＯ２排出量簡易算定ツール（トライアル版）
　　　　使い方マニュアル　ver.１
　　・「まるわかりトラック運送事業者の今すぐできるＳＤＧs」
　　・「図表で見るトラック業界の価値を高める羅針盤」
　　　　～働き方改革が企業経営へ及ぼすインパクトを考える～
　　・「カーボンニュートラルに向けた自動車政策検討会」
　　・「新・環境基本行動計画」
　　・「トラック業界の価値を高める羅針盤」働き方改革の実践Ⅱ
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《厚生労働省補助事業》

ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会
ロールボックスパレット：カゴ車等（以下「RBP」という。）及びテールゲート
リフター（以下「TGL」という。）は、物流の効率化や作業者の負担軽減などに貢
献する人力荷役機器・装置の一つで、陸上貨物運送事業においても多く利用され
ていますが、近年これらに起因する労働災害が多く発生しています。
この現状を受け、陸災防ではRBP・TGL作業をメインテーマとした荷役作業
安全講習会を開催することとしました。当該作業に従事する方はもちろん、関係
事業場の荷主様にも積極的なご参加をお待ちしています。

～講習会の主な内容～
１．開催日時　令和４年１０月１３日(木) １３：３０～１６：３０　

２．開催場所　兵庫県トラック総合会館

　　　　（住所：神戸市灘区大石東町２－４－２７）
３．定    員　約５０名（先着順です。）

４．内    容

（１）RBP・TGLによる労働災害発生状況・・・・・・・	［労働局担当官］
（２）RBP・TGL起因による労働災害の実態と特徴　　　
（３）RBP・TGLの安全作業のポイント　　　　　　	　　［陸災防安全管理士］
（４）荷役作業安全ガイドライン（RBP・TGL該当部分）

５．参加費及びテキスト代　無　料

６．申込方法

参加申込は、下記参加申込書にご記入し、陸災防兵庫県支部までファックスでお申込

み下さい。なお、受講票等は送付いたしません。
申込締切は、令和４年１０月７日(金)です。但し、定員に達し次第締め切ります。

７．受講証明　講習会受講者には、受講証明書を交付します。

８．問合せ先　陸災防 兵庫県支部　TEL：０７８－８８２－５５５６

（切り取らずにそのままご送信ください。）

陸災防 兵庫県支部 FAX：０７８－８８２－５５６５

「ロールボックスパレット及びテールゲート等による荷役作業安全講習会」参加申込書
ふ	り	が	な

参加者氏名

事 業 場 名 　　　　　　　　　　　　　　（業種：　　　　　　　　　）

所 在 地
〒　　　－

電話・担当者氏名 TEL（　　　　）　　　－　　　　　　ご担当者：
※新型コロナウイルス感染症防止対策に十分配慮した上で開催いたしますが、マスクの着用等のご協力をお願いします。
※参加申込書にご記入いただいた情報は、本セミナー及び当協会からの情報提供以外には使用いたしません。

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 （略称：陸災防）
Land Transportation Safety ＆ Health Association 12
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燃料価格情報
軽油は兵庫県下で買いましょう

区 分
集計月

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

令和３年８月 103.41 106.07 110.33 118.73
令和３年９月 101.87 105.01 110.46 119.18
令和３年10月 102.95 105.65 111.44 119.35
令和３年11月 112.57 113.09 116.79 116.46
令和３年12月 112.22 115.14 118.17 127.06
令和４年１月 106.95 109.88 114.10 122.77
令和４年２月 112.51 114.66 117.67 125.53
令和４年３月 115.87 117.19 122.79 129.46
令和４年４月 119.69 118.86 125.02 132.49
令和４年５月 117.40 117.63 122.17 128.76
令和４年６月 112.17 112.51 120.31 127.07
令和４年７月 117.90 121.75 125.42 130.93
令和４年８月 113.40 114.24 118.46 124.25
年間平均 111.45 113.21 117.93 124.77

※前月分の価格データを集計しています。 （消費税抜き）

軽油価格年間推移表（兵ト協調べ）	 （単位：円／㍑）

軽油「元売別」購入価格表（令和４年７月末現在）	 （単位：円／㍑）

区分
元売名

ローリー 組 合 カ ー ド スタンド
平 均 平 均 平 均 平 均

J X T G 115.29 114.40 117.56 120.19
出 光 108.63 117.23 118.95
コ ス モ 118.56 113.70 122.17
三 井 109.85 117.00 124.00
そ の 他 110.37 112.73 116.50 126.40
総 計 113.40 114.24 118.46 124.25
4
／
6

全国平均 114.86
調査なし

124.19 125.44
近畿平均 114.28 121.28 133.11

（消費税抜き）
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入 会 届
入会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名 主たる連絡先

４.７.29 明石 一般
利用

㈱ジー･ピー･エー･
コーポレーション 木 下 　 昭 彦 〒651-2132　　　　　

神戸市西区森友5-61
	TEL			078-927-4570
FAX			078-927-4571

８.８ 西宮 一般 ㈱ 下 坂 商 店 下 坂 　 裕 樹
〒665-0864
宝塚市泉町7-13-303
ジャルダン宝塚五番館

TEL		0797-86-1905
FAX		0797-86-1906

８.12 東神戸 一般 中 山 通 商 ㈱ 中 山 　 香 奈
〒657-0854
神戸市灘区摩耶埠頭
摩耶業務センタービル209

TEL		078-802-2022
FAX		078-802-2200

８.12 西播 一般
利用 ㈱ ヒ メ コ ン 坂 本 　 　 博 〒679-2143　　　　　

姫路市香寺町中仁野446
TEL		079-232-0499
FAX		079-232-7184

８.15 東神戸 一般 ㈱福岡ソノリク 園 田 　 壽 俊 〒657-0854　　　　　
神戸市灘区摩耶埠頭1-10

TEL		078-805-0575
FAX		078-805-0654

８.16 淡路 一般
利用 久 米 石 油 ㈱ 久 米 　 基 支 〒656-0304

南あわじ市松帆古津路184
TEL		0799-36-3345
FAX		0799-36-3466

退 会 届
退会年月日 支部名 種別 会社名 代表者名

４.７.31 明石 一般 大 成 陸 運 ㈲ 秋 定 　 慈 登

変 更 届
会員名簿
ページ数 変更事項 旧 新

10 代表者 ㈱ 大 協
森 下 　 和 尚 平 井 　 里 美

18 代表者 名 神 興 業 ㈱          
桝 田　　幸 則 岡 﨑 　 達 也

28 代表者 ㈱ 大 栄
木 村 　 裕 之 森 下 　 和 尚

42 代表者 日通氷上運輸 ㈱
高 松 　   壽 川 原 　 啓 一

43 代表者 ㈱ 丸 富
吉 森 　 美 姫 三 村 　 浩 輝

53 住所 	神戸港陸運事業協同組合 〒650-0045
神戸市中央区海岸通4-3-7　中央港運㈱内 神戸市中央区港島 8-12

53 代表者 神戸冷凍運輸㈱
糸 井 　 宗 隆 成 木 　 孝 次

71 代表者 	中 央 港 運 ㈱
隅 田     等、向 井 　 一 雄 隅 田 　 等

88 代表者 神戸三興物流㈱
陰 地 　 政 弘 野 島 　 一 久

100 会社名 片 山 運 輸 ㈱ ㈱Ｍ・Ｔ・Ｈ

109 代表者 ヤマト物流協同組合
柴 田 　 盛 男 柴 田 　 浩 司

128 代表者 ㈱ 近 貨	
佐々木　楠雄 管 　 　 真 司

128 代表者 ㈲クボタ物流	
小 島 　 秀 之 中 島 　 昭 弘 、 小 島 　 秀 之

133 代表者 但陽ビジネスサービス㈱
内 海 　 潔 皆 川 　 龍 一

137 代表者 三 星 運 送 ㈲
脇 村 　 榮 祐 脇 村 　 　 仁
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兵ト協ニュース表紙写真募集について
■応募資格
（一社）兵庫県トラック協会会員事業者及びその従業員の家族。
■募集内容
●兵庫県内の風景（季節感の溢れたもの）、建築物、動植物等の写真（いずれも写真の中に特
定できる人物が写っていない）。

■応募方法
●会社名・氏名（ふりがな）・会社電話番号を明記した電子データ（CD-Rなど）で提供して
ください。
●撮影場所がわかるようにしてください。例：竹田城跡（朝来市）

■その他
●応募作品は未発表のものに限ります。
●採用する場合は表紙に撮影者の氏名と会社名を記載します。
●採用した方には粗品をさしあげます（クオカード）。

なお、応募作品は返却いたしません。

※ご応募いただいた作品の著作権ならびに所有権は（一社）兵庫県トラック協会に帰属し、
返却はいたしません。

採用者に事前に通知しませんが、粗品の発送をもってかえさせていただきます。

ご応募いただいた個人情報につきましては、採用通知、粗品送付の目的にのみ使用いたします。

会員情報だより“募集中”
～貴社の記事を掲載しませんか??～

この度、兵卜協ニュース平成30年４月号より会員事業者の記事を毎月掲載予定しています。
それに伴い、兵卜協ニュースに掲載する会員事業者を募集しております。幅広いご内容での記
事を募集予定ではありますが、以下の内容を参考としてください。

●会社概要（設立年、代表者氏名、住所、従業員数、車両数など）
●会社で力を入れていること（安全教育、採用活動、産休・育休など）
●創業時の苦労　●今後の目標
●その他（社長・社員の趣味、社員旅行などの行事）●写真
記事はA4　1/2ページ又は１ページを予定しています。

■応募宛先
〒657-0043神戸市灘区大石東町２丁目４番27号
（一社）兵庫県トラック協会総務部行
E-mail:hta@hyotokyo.or.jp
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はじめに

例年、繁忙期(春期・夏期・秋期・年末)において、生活関連物資の輸送需要や贈答品(御中元等)を中心に輸送需要

が増大しています。事業用自動車のみでは輸送力の確保が困難になる事業者も増え、これからの年末繁忙期へむけ

て車輌の手配に苦慮されているのではないでしょうか。そんな事業者の良質な輸送サービスの維持や利用者ニーズ

に応えるための輸送対策として「有償運送」という制度があります。今回の記事で「有償運送」について元々知っ

ていた方・知らなかった方にも参考になるよう説明できればと思います。

有償運送と申請対象事業者

　「有償運送」は前提として雇い入れる従業員等が持ち込む自家用自動車になります。従業員等が車輌を持ち込む

ことが困難等やむを得ない場合は、事業者がかわりにレンタカー等を用意することができますが、事業者が率先し

てレンタカー等を使用できるものではないということをご理解頂ければと思います。

　有償運送許可申請対象事業者には(1)ラストワンマイル輸送として行われるもの (2)(1)に掲げる者のほか、公共の

福祉を確保するためやむを得ない場合において、地域の実情に応じて運輸支局長が認めるもの(道路運送法78条3号)。

かつ、 1両当たり年間90日を上限に自家用自動車の有償運送の許可をすることができることが挙げられます。その

他にも申請可能台数は保有している事業用車両数の範囲内に限るなど、許可にあたっての条件や許可後に発生する

義務等もありますが、今回の説明では割愛します。

有償運送許可申請にあたって

　有償運送許可申請をするには、兵庫陸運部長宛(神戸運輸監理部 兵庫陸運部 輸送部門)に申請書類を提出する必要

があります。様式1～6までありますが、申請に必要なのは様式1(2枚)・様式2(※車輌１台につき１枚必要)と申請する

自家用自動車の車検証コピー(有効期間内)・使用承諾書(車検証上の使用者と申請者が異なる場合)が必要になります。

申請から許可まで2～3週間程度の時間がかかり、申請してすぐに使用できるものではないので余裕を持って申請し

てください。

申請書類の記載方法と添付書類

　有償運送許可申請で必須となるのが、様式1・様式2・車検証のコピーになります(※提出は1部で良いが、控えが欲

しい場合は2部提出)。このなかでも様式1の記載箇所について重点的に説明します。様式1は「有償運送許可申請書」

と「有償運送許可申請者名簿」の2枚組です。次ページの「有償運送許可申請書」「有償運送許可申請者名簿」を参

考に見ながら読んでいただければと思います。

　①は、書類作成年月日を記載します。②は、有償運送で使う車輌の使用者名を記載します。使用者名は様式1の2

枚目「有償運送許可申請者名簿」の1番目に記載のある「氏名又は名称」を記載します。そして、貨物自動車運送事

業者が代理申請をするものなので、申請代理人(運送需要者)は事業者の名称を記載します。③は、運送需要者は申請

事業者名と申請事業者が有償運送で使用する予定の営業所の名称と事業者住所を記載する。ここで営業所の位置(住

所)を記載しないよう注意してください。④は、「運送しようとする物の種類」とあるので、先に述べた条件(1)(2)に

当てはまるよう(例)のように記載する。⑤「運送しようとする区間」は兵庫県内、兵庫県内(あわじ除く)、明石市 以

西など運送実態に合わせて記載をする。⑥「有償運送許可申請者名簿」は、車輌の使用者を記載する。個人であれ

ば個人名と住所、法人であれば法人名と住所をそれぞれ記載する。また、申請書類で使用する車輌の車検証コピー

を添付する必要があります。有効期間内かどうかや記載する使用者の住所等に間違いがないか確認してください。

車検証上の所有者と申請者が異なる場合(リースや個人)は、貸主の押印(実印)がある使用承諾書の添付が必要になり

ます。以上が申請にあった必要な書類の記載方法になります。今回説明できていない部分もあります。また、内容

に興味がある場合は適正化事業部までお問い合わせください。

「繁忙期におけるトラック輸送対策」について■ 今月のテーマ
担当：適正化事業指導員　洲戸　一季





月日 行事名 場所 月日 行事名 場所

８・２ 兵ト協　総務委員会 兵 ト 協 ９・５ 全ト協　交通対策委員会 全 ト 協

兵ト協　海コン部会　正副部会長会議 兵 ト 協 ７ 自動車関係団体連絡会議 			兵 庫 県
自動車会館

３ KTS正副会長会議 			ホテルグランヴィア和 歌 山 ８ 天狼会　定例会 兵 ト 協

４ トラックの日　行事検討プロジェクト会議 兵 ト 協 兵庫県・神戸市物資搬送実動訓練 三木防災拠点

８ 兵ト協　交通対策委員会 兵 ト 協 13 交通安全県民大会 兵庫県公館

兵ト協　環境対策委員会 兵 ト 協 14 三木会 兵 ト 協

９ トラックの日　行事検討プロジェクト会議（オンライン） 15 全ト協　労働委安全・衛生委員会 	全 ト 協

運行管理者試験　テスト実践講習会 兵 ト 協 17 KTS と協賛・寄付事業者の交流会 大 成 閣

16 働きやすい職場認証制度及び労務対策セミナー 兵 ト 協 21 トラックの日の行事「PR番組制作スタジオ収録」

22 全ト協　広報委員会（オンライン） 22 安全マネジメント研修会 兵 ト 協

23 本部・支部事務局長会議、本部・支部適正化指導員合同会議 兵 ト 協 インボイス制度等説明会 兵 ト 協

24 適正化事業評議委員会の現地視察 27 近ト協　幹事会 大 ト 協

就職ガイダンス 			ハローワーク伊 丹 全ト協　経営改善・情報化委員会 兵 ト 協

兵ト協　海コン部会　役員会 兵 ト 協 29 全ト協　環境対策委員会 	全 ト 協

25 就職ガイダンス 			ハローワーク西 宮 交通安全祈願祭・慰霊祭 生田神社

兵庫県・神戸市道路利用者会議　理事会・総会 			兵 庫 県
職 員 会 館 30 インボイス制度等説明会 西部研修会館

兵ト協　環境対策小委員会 兵 ト 協 －10月の予定－

「標準的な運賃」説明会 東播支部 10・５ 全国トラック運送事業者大会 			名 古 屋
東急ホテル

27 全ト協女性部会近畿ブロック研修会 			北ビワコホテルグ ラ ツ ィ エ ６ 自民党神戸市会議員団との意見交換会 神戸市役所

全ト協青年部会近畿ブロック大会 和 歌 山 11 近ト協　理事会 大 阪 市 内

30 公明党政策要望懇談会（オンライン） 13 ロールボックス及びテールゲートリフター等による荷役作業講習会 兵 ト 協

温室効果ガス排出量把握セミナー（オンライン） 14 整備管理者選任後研修 			姫 路 市
市 民 会 館

		 31 特殊詐欺対策会議 兵 ト 協 21 整備管理者選任後研修 兵 ト 協

巡回指導結果報告定例会議 兵庫陸運部 22 第 54 回全国トラックドライバー・コンテスト 			安 全 運 転
中 央 研 修 所

－９月の予定－ 25 整備管理者選任後研修 			和 田 山
ジュピターホール

９・ 1 就職ガイダンス 			ハローワーク神 戸 28 整備管理者選任後研修 兵 ト 協

引越基本講習 兵 ト 協 31 物流セミナー 			ANAク ラ ウ ン
プラザホテル神戸
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